
















 

 

・「保管金等」には、主に独立行政法人環境再生保全機構における預り維持管理積立金（管理型最終

処分場の長期にわたる維持管理の適正を確保するため、最終処分場の管理者に対して埋立終了後

に必要となる維持管理費用をあらかじめ積み立てることを義務づけたもの）を計上している。 

・「前受金」には、主に中間貯蔵・環境安全事業株式会社が行うＰＣＢ廃棄物処理事業における処理

料金の前受け分を計上している。 

・「賞与引当金」には、会計年度末以降の賞与支給見込額に基づき、会計年度末までの期間に対応す

る金額を計上している。 

・「ＰＣＢ基金預り金」には、中小企業者等が保管するＰＣＢ廃棄物の処理費用の軽減等を目的とし

て、独立行政法人環境再生保全機構において造成された基金を計上している。 

・「退職給付引当金」には、退職手当のほか、整理資源、国家公務員災害補償年金に係る引当額を計

上している。 

・「その他の債務等」には、独立の科目で表示している債務以外の債務等を計上している。 

② 連結業務費用計算書 

・「人件費」には、職員の給与及び諸手当、賞与、法定福利費、国家公務員共済組合負担金、基礎年

金国家公務員共済組合負担金を計上している。 

・「賞与引当金繰入額」には、賞与支給見込額のうち、当該年度に帰属する額を計上している。 

・「退職給付引当金繰入額」には、退職給付引当金への繰入額を計上している。 

・「売上原価」には、中間貯蔵・環境安全事業株式会社が行うＰＣＢ廃棄物処理事業等に係る売上原

価及び、独立行政法人環境再生保全機構が行う建設譲渡事業に係る売上原価を計上している。 

・「補助金等」には、環境省における決算書の使途別分類が「補助費･委託費」に該当するもののう

ち、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1 項で規定する補助金等に該

当するものを計上している。 

・「委託費」には、環境省及び連結対象法人における補助金等に該当しない対価性のある委託費を計

上している。 

・「交付金」には、公益財団法人核物質管理センターに対して「核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律」に基づいて交付した額を計上している。 

・「分担金」には、環境省における国際再生可能エネルギー機関分担金等を計上している。 

・「拠出金」には、環境省における国際エネルギー機関等拠出金等を計上している。 

・「国有資産所在市町村交付金」には、環境省における国有資産所在市町村交付金を計上している。 

・｢一般会計への繰入｣には、環境省における「退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるた

めの特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律」第１条の規定に基づく一般会計への繰

入額を計上している。 

・「労働保険特別会計への繰入」には、環境省における労働保険特別会計に要する費用の財源に充て

るため、労働保険特別会計への繰入額を計上している。 

・「庁費等」には、環境省において一般会計、特別会計における決算書の使途別分類が「物件費」及

び「施設費」に該当するもののうち、他の科目で計上されていないものであって資産計上されて

いないものを計上している。 

・「その他の経費」には、連結対象法人における業務費、一般管理費、その他経費の他、環境省にお

ける一般会計、特別会計における決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当するもの

並びに単独の科目で表示するには金額の少ないもの等を計上している（但し、上記で区分掲載さ

れたものを除く。）。 

・「減価償却費」には、有形固定資産及び無形固定資産に係る減価償却費及び国立研究開発法人国立

環境研究所における「独立行政法人会計基準」等に基づき資本剰余金の減少として計上されてい

る当該年度の減価償却相当累計額を計上している。  

・「貸倒引当金繰入額」には、債権等の貸倒れに伴う費用及び損失の見込額のうち、当該年度に係る

額を計上している。  





 

 

価を計上している。 

・「補助金等」には、環境省における決算書の使途別分類が「補助費･委託費」に該当するもののう

ち、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1 項で規定する補助金等に該当

する支出額を計上している。 

・「委託費」には、環境省における補助金等に該当しない対価性のある委託費の支出額を計上してい

る。 

・「交付金」には、公益財団法人核物質管理センターに対して「核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律」に基づいて交付した額を計上している。  

・「分担金」には、環境省における国際再生可能エネルギー機関分担金等の支出額を計上している。 

・「拠出金」には、環境省における国際エネルギー機関等拠出金等の支出額を計上している。 

・「国有資産所在市町村交付金」には、国有資産所在市町村交付金を計上している。 

・「一般会計への繰入」には、環境省における「退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるた

めの特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律」第１条の規定に基づく一般会計への繰

入額を計上している。 

・「労働保険特別会計への繰入」には、環境省における労働保険特別会計に要する費用の財源に充て

るため、労働保険特別会計への繰入額を計上している。 

・「庁費等の支出」には、環境省において一般会計、特別会計における決算書の使途別分類が「物件

費」及び「施設費」に該当するもののうち、他の科目で計上されていないものであって資産計上

されていないものを計上している。 

・「有価証券の取得による支出」には、独立行政法人環境再生保全機構及び中間貯蔵・環境安全事業

株式会社（環境安全事業勘定）における有価証券の取得に係る支出を計上している。 

・「その他の支出」には、上記以外の業務活動に伴う支出を計上している（但し、施設整備支出を除

く。）。 

・「土地に係る支出」には、環境省における土地の取得に係る支出を計上している。 

・「立木竹に係る支出」には、環境省における立木竹の取得に係る支出を計上している。 

・「建物に係る支出」には、環境省における建物の取得に係る支出を計上している。 

・「工作物に係る支出」には、環境省における工作物の取得に係る支出を計上している。 

・「船舶に係る支出」には、前会計年度において、当該年度の船舶の取得に係る支出額を計上してい

る。 

・「建設仮勘定に係る支出」には、環境省における会計年度末に未完成の工事等に係る支出を計上し

ている。 

・「独立行政法人等における固定資産取得支出」には、連結対象法人における固定資産の取得に係る

支出額を計上している。 

・「業務収支」には、財源合計から業務支出合計を控除した額を計上している。 

イ 財務収支 

・「リース債務の返済による支出」には、国立研究開発法人国立環境研究所及び独立行政法人環境再

生保全機構におけるリース債務の返済支出を計上している。 

・「利息の支払額」には、国立研究開発法人国立環境研究所及び独立行政法人環境再生保全機構にお

けるリース債務に係る利子支払額を計上している。 

・「民間出えん金等による収入」には、独立行政法人環境再生保全機構における民間出えん金の受入

による収入額を計上している。 

ウ 本年度収支以下の区分 

・「本年度収支」には、業務収支と財務収支を合計した額を計上している。  

・「翌年度歳入繰入等」には、「本年度収支」を計上している。  

・「本年度末現金・預金残高」には、「翌年度歳入繰入等」を計上している。計上している額は、連

結貸借対照表の「現金・預金」と一致する。 



 

 

 その他省庁別連結財務書類の内容を理解するために特に必要と考えられる情報 

① 環境省と連結対象法人間及び連結対象法人間の債権債務等について相殺消去を行っている。 

② 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。 

③ 百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「-」で表示している。 

④ 重要な会計処理の誤謬の訂正 

前会計年度の連結貸借対照表における「その他の債権等」、「土地」、「立木竹」、「建物」、「工作物」、「物

品等」、「無形固定資産」、「賞与引当金」、「退職給付引当金」の計上に誤りがあったため、本会計年度に

おいて修正を行っている。この修正により、本会計年度の連結貸借対照表において、「その他の債権等」

が 703 百万円増加、「土地」が 0 百万円減少、「立木竹」が 5 百万円減少、「建物」が 43 百万円減少、「工

作物」が 674 百万円減少、「物品等」が 1,868 百万円減少、「無形固定資産」が 0 百万円増加、「賞与引当

金」が 0 百万円減少、「退職給付引当金」が 771 百万円増加し、資産・負債差額が 2,659 百万円減少して

いる。 


















